
はい
※

はい
※

→ ①へ

→ ②へ

はい

◎ 本人のみの場合
→ 本人のみの金額は２８０万円未満ですか いいえ

◎
→ 世帯全員の金額は３４６万円未満ですか

はい

◎ 本人のみの場合
→ 本人のみの金額は３４０万円未満ですか いいえ

◎
→ 世帯全員の金額は４６３万円未満ですか

適用期間が令和3年8月以降の場合は以下の点にご注意ください。
※１

※２

※３

適用期間が令和3年７月以前の場合は以下の点にご注意ください。
※１

※２

※３

いいえ

本人は住民税が非課税である

いいえ
はい

介 護 保 険 負 担 割 合 証 の 交 付 に と も な う

利 用 者 負 担 の 判 定 の 流 れ

６５歳以上の方が対象です

生活保護を受給している

（※３）

自己負担は

２割です
世帯内に６５歳以上の方が本人以外にもいる場合

（「世帯内」とは、住民票上の世帯のことをいいます。）

本人の合計所得金額（※１）は
１６０万円未満である

いいえ

本人の合計所得金額（※１）は

２２０万円未満である

２２０万円以上である

①
課税対象年金収入額＋その他の合計所得金額の合計額を確認します。

②
課税対象年金収入額＋その他の合計所得金額の合計額を確認します。

①へ（※２） （※３）

【その他の合計所得金額】合計所得金額から年金所得（公的年金収入－公的年金等控除額）を除いた所
得金額です。（例：給与所得、不動産所得など）

自己負担は

１割です
　税金に関するご申告をされた場
合に遡って負担割合が変更にな
る場合があります。
　この場合は、負担割合証を随時
お送りいたしますので、最新の負
担割合証を利用先へご提示くださ
い。

　40歳～64歳で要介護等の認
定を受けている方（第2号被保
険者）は、1割負担です。

※

　総合事業の対象者、要支援・要
介護認定を受けている方へ毎年7
月中旬にお送りしています。

【合計所得金額】年金、給与等の収入から必要経費を差し引いた所得額の合計で、扶養控除、社会保険
料控除、医療費控除等の所得控除をする前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。（平
成30年度より、土地建物等の譲渡所得は特別控除後の金額を用いるよう変更となりました。）

【課税対象年金収入額】非課税年金（障害年金、遺族年金など）以外の年金の総支給額です。

（「世帯内」とは、住民票上の世帯のことをいいます。）

【合計所得金額】年金、給与等の収入から必要経費を差し引いた所得額の合計で、扶養控除、社会保険
料控除、医療費控除等の所得控除をする前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。（平
成30年度より、土地建物等の譲渡所得は特別控除後の金額を用いるよう変更となりました。）

【課税対象年金収入額】非課税年金（障害年金、遺族年金など）以外の年金の総支給額です。
「公的年金等の源泉徴収票」がお手元にある場合は、「支払金額」をご確認ください。

【その他の合計所得金額】合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回っ
た場合は0円とみなします。
なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額（所得金額調整控
除がある場合は控除前の金額）から10万円を控除した金額を用います（0円を下回った場合は0円とみ
なします）。

自己負担は

３割です
世帯内に６５歳以上の方が本人以外にもいる場合

自己負担は

１割です
（※２）


